
２ 好循環とくしま 

 

（１） 水資源、大気環境、土壌環境・地盤環境の保全 

 

①水資源保全対策の推進 

 

本県の公共用水域は、吉野川水系及び那賀川水系を中心に、勝浦川などの中小河川並びに播磨灘、紀
伊水道及びこれらに接続する内湾等の海域からなり、恵まれた水環境を形成し、水産業などの産業や住
民の交流の場としても広く利用されています。 

 環境基本法では、水質汚濁物質の濃度について、人の健康を保護するとともに生活環境を保全する上
で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が定められています。 

 本県では、主要な 18 河川及び９海域に環境基準の類型指定を行い、令和６年度に河川 75 地点、海域
31 地点の計 106 地点で水質測定を行いました。代表的な水質指標として河川では生物化学的酸素要求
量（BOD）、海域では化学的酸素要求量（COD）があり、令和６年度の環境基準達成状況は、河川が
96%、海域が 91%でした。 

 
公共用水域の環境基準達成状況      

区分 
年度 

達 成 率 (%) 
R2 R3 R4 R5 R6 

河川 92 96 96 96 96 
海域 91 100 100 82 91 

 
その他の生活環境項目や健康項目については、概ね環境基準を達成している状況にあり、良好な水環

境が保たれています。しかし、一部の小河川では、都市化の進展に伴い未処理の生活排水等の流入によ
る水質汚濁が見られます。 

 地下水も貴重な水資源として広く活用されており、その水質を確認するため、令和６年度には県下 43
井戸の地下水について環境基準項目の水質測定を行いました。その結果、継続監視調査の３地点（鳴門
市１地点、吉野川市１地点、東みよし町 1 地点）において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準不
適合でした。他の地点及び項目については環境基準を達成していました。 

 
地下水の所在市町数、測定地点数及び検体数 

 
区分 

 

市町数 

 

地点数 

 

概況調査 
（定点方式） 

７ 

 

21 

 
概況調査 
(ローリング方式) 

18 

 

19 

 
継続監視調査 3 3 

計 

 

28 
(20) 

43 

 
※（  ）内は重複をのぞいた市町数 

  
このように良好な本県の水環境を保全するために、公共用水域については、水質汚濁防止法や徳島県生
活環境保全条例に基づき、汚濁等を排出する工場・事業場等に対する排水基準を設定し、その規制や監
視・指導を行いました。これに併せて、瀬戸内海環境保全特別措置法や水質汚濁防止法に基づく水質総
量規制や富栄養化対策等を行っているほか、河川の浄化等を実施しました。 
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浄化用水ポンプ 
 

 また、河川を対象とした環境学習やフィールド講座の実施により、河川環境保全への意識啓発を行うと
ともに、「徳島のみずべ」の魅力を情報発信しました。 
 

指  標 

 

現状値 

（2024（令和６）年度） 

目標値 

年度 数値 

里海創生リーダー認定数 272 人 2028 年度 300 人 

 

 

 地下水については、有害物質を使用する工場・事業場の監視・指導等を行い、地下水汚染防止に努めま
した。 

 また河川等の公共用水域の水質に大きな影響を及ぼす生活排水の対策として令和 4 年度に策定した「と
くしま生活排水処理構想 2022」において、令和 17 年度における生活排水の汚水処理人口普及率 95％以
上を目標とし、地域特性に応じ下水道、農業等集落排水施設、浄化槽など適切な施設の整備を行いました。
なお、令和６年度末現在における汚水処理人口普及率は、69.6％でした。 

 

 

指  標 

 

現状値 

（2024（令和６）年度） 

目標値 

年度 数値 

汚水処理人口普及率 69.6％ 2028 年度 76％以上 
 
 

 吉野川をはじめとする、多くの河川の表流水や伏流水は地下水とともに、上水道や農業・工業用水とし
て広く利用されています。 

 水源の大部分を地下水とこれらの河川の表流水に依存する本県の水道普及状況は、地理的条件の悪い山
間へき地で未普及の状態が見られるものの、令和５年度末現在で 97.4％、また、年間給水量は 101,452
千 m³となりました。 

 しかしながら、本県では、降水量の多い時期が偏っている上、地形が急峻であるなど、水利用について
厳しい条件を有していることから、たびたび渇水に見舞われます。このため工場・事業場等における工業
用水の循環利用や農業用水の効率的利用を促進しているほか、公共施設における雨水利用設備や処理水の
中水利用設備、節水機器などの導入を推進するなど、水資源の有効利用に努めました。 

 それとともに、保安林のひとつである「水源かん養保安林」の指定や治山事業の推進など、水源かん養
機能の強化促進による水資源の確保にも努めており、令和６年度末における「水源かん養保安林」は国有
林と民有林を合わせ、計 99,988ha となりました。さらに、平成 26 年４月に施行した「徳島県豊かな森
林を守る条例」に基づき、公有林化や公的管理、協働管理などを推進し、森林の有する水資源及び県土の
保全機能の維持・推進を図りました。 
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手入れされた豊かな森林 
 

 今後とも、公共用水域や地下水の水質の常時監視の充実を図り、森林の保全等による水資源の確保、
産業・生活排水対策による水環境の保全に努めます。 
 

 

②大気環境の保全 

 

 本県の大気汚染物質の環境濃度は、近年ほぼ横ばいに推移しており、令和 6 年度においても同様な状
況となっています。一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）では、二酸化硫黄、二酸化窒素、
浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質については有効測定日数を満たす測定局全てで環境基準を達成して
います。光化学オキシダントについては、17 測定局全てで環境基準を超える日がありました。一方、自
動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）では二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一
酸化炭素について、環境基準を 100%達成しました。 

 
環境基準の達成状況の推移 

 
区分 

            年度 
達 成 率 (%) 

R2 R3 R4 R5 R6 
一般環境大気測定局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化硫黄 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
二酸化窒素 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
光化学オキシダント 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
浮遊粒子状物質 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
微小粒子状物質 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

自動車排出ガス測定局 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化硫黄 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
二酸化窒素 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
浮遊粒子状物質 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
一酸化炭素 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 また、酸性雨及び石綿のほか、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で、
大気の汚染の原因となる有害大気汚染物質中の優先取組物質 22 物質（うちダイオキシン類については、
「化学物質による環境汚染の防止」に別途記載）並びに水銀及びその化合物についても環境モニタリン
グ調査を行いました。 
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 上記物質のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンについては大
気汚染に係る環境基準が定められており、県内４地点で調査を行いました。令和６年度の測定結果では、全
ての物質が環境基準を全局で達成していました。 

 また、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、
1,2－ジクロロエタン、1,3－ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化メチル並
びにアセトアルデヒドについては、「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針
となる数値（指針値）」が設定されており、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2
－ジクロロエタン、1,3－ブタジエン、塩化メチルについては県内４地点で、水銀及びその化合物、ニッケ
ル化合物、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物については県内 2 地点で、アセトアルデヒドに
ついては県内３地点で調査を行いました。令和６年度の調査結果では、全地点において全ての物質が指針値
を満たしていました。 

 水銀による地球規模での環境汚染を防止するための「水銀に関する水俣条約」が発効され、この条約の的
確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法が平成 30 年度に改正されました。水銀排出施設に係る
届出、水銀等に係る排出基準の遵守など水銀排出規制に関して、周知・指導に努め、適切な対応を図りまし
た。 

 

指  標 

 

 

現状値 

（2024（令和 6）年度） 

 

目標値 

年度 

 

数値 

 

工場・事業場等の水銀排出規制の適合状況 100％ 2028 年度 100％ 
 

 大気環境の保全のために、一般局、自排局、移動測定車による大気汚染の常時監視を行ったほか、発生源
に対しては、大気汚染防止法等の規制に加え、徳島県生活環境保全条例により国の基準より厳しい上乗せ・
横出し規制を行うほか、工場・事業場からのばい煙の排出等の規制指導を行いました。また、自動車等につ
いては、大都市地域を対象としたディーゼル自動車から排出される窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）
等の削減対策が講じられるとともに、自動車燃料品質の改善等が図られています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             環境大気測定車 
 
 
 
 
                                        PM2.5 自動測定装置 
 

 今後も、工場・事業場等の固定発生源の規制・指導の強化や大気環境測定局装置の整備・充実、有害大気
汚染物質の環境基準の維持達成のための低減対策等の強化を図るとともに、大気環境保全への意識と関心を
高めるため、小学生・地域住民等を対象とした環境学習事業を進めていきます。 

 

 

③酸性雨対策の推進 

 

 酸性雨とは、化石燃料の燃焼により大気中に排出された硫黄酸化物や窒素酸化物が上空で硫酸や硝酸に変
化し、それが雨水等に溶け込み酸性を強めた雨などのことです。北欧では酸性雨による湖沼の酸性化や森林
が広域で枯損するなど影響が問題になっています。また、酸性雨の原因物質は風により長距離を移動するた 
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  め、日本国内だけでなく、中国、アジア地域など国際的な対策が必要な問題です。 

 我が国では、昭和 58 年度から全国で酸性雨の観測が行われており、環境省により、全国の調査結果
が公表されています。 

 本県では、令和 6 年度も県内３地点で酸性雨の観測を行っており、これまでの全国調査結果とほぼ同
様の状況でした。 

雨水の pH の年平均値 
        

調査地点 

 

測 定 値    （年度）   
  
  
  
  
  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

徳島市 4.79 4.71 4.80 4.85 4.71 4.84 
阿南市 4.84 5.00 4.92 5.23 5.09 5.05 
美馬市 5.05 4.96 5.05 5.15 5.09 5.11 

環境省調査 4.65～5.23 4.68～5.24 4.80～5.25 4.90～5.26 4.85～5.23 ー 
 
                                                                                       

 酸性雨対策として、東アジア地域では、東アジア酸性雨モニタリングネットワークが稼動し、地域協
同の対策が取り組まれています。 

 我が国では、これまでの酸性雨調査とともに、陸水、土壌・植生等の継続的なモニタリング調査が行
われています。 

 本県では、県内の酸性雨測定監視を継続するとともに、国の調査などから酸性雨による環境影響に関
する情報収集を行っています。また、酸性雨の原因物質である硫黄酸化物、窒素酸化物の発生抑制のた
め、工場・事業場への規制を実施したほか、アイドリングストップ等の自動車の燃料消費量の削減に向
けた啓発等に取り組んでいます。 

 

④土壌環境・地盤環境の保全 

 

 土壌汚染については、昭和 45 年に制定された農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき対策
がとられてきたほか、平成３年に土壌の汚染に係る環境基準が制定され、平成 15 年には土壌汚染の状
況把握と土壌汚染による人の健康被害の防止に関する対策等を示した土壌汚染対策法が施行され、平成
22 年には土壌汚染の状況を把握するための制度の拡充や、汚染土壌の搬出に関する規制等が追加された
改正土壌汚染対策法が施行されました。 

 土砂等の埋立て等に伴う土壌汚染の防止等については、徳島県生活環境保全条例により、適正な土砂
等の埋立て等を図るための規制を行いました。 

 また、本県では地下水を貴重な水資源として広く利用しているため、過剰な汲み上げにより地盤沈下
や地下水の水位低下、塩水化を引き起こすおそれがあります。そこで、県内 52 地点で地下水位を、約
130 地点で地下水の塩水化状況を観測しています。なお、塩水化状況について、傾向として大きな変化
は見られなかったところです。 

 
地下水位の状況（単位：ｍ） 

観測井の名称 
及び土地 

  経 年 変 化    （年度） 
Ｈ30 R1 R２ R3 R４ R5 R6 

今切第一(徳島市川内町加賀須野) 0.27 0.28 0.18 0.17 0.22 0.19 0.16 
今津浦(阿南市那賀川町今津浦) 1.11 1.11 1.12 1.08 1.11 1.09 1.05 

       （注）地下水位は、井戸天端から地下水面までの距離を示し、それぞれの年間の平均値を示しています。 

          数値が小さいほど、地下水位が高いことを示しています。 

 
地下水塩水化の状況（塩化物イオン濃度単位：ppm） 

観測井の名称 
及び土地 

経 年 変 化 
Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5 R６ 

今切第一(徳島市川内町加賀須野) 4,562 5,660 4,967 5,195 4,773 5,173 5,128 
今津浦(阿南市那賀川町今津浦) 9.7 9.3 8.5 8.3 7.9 7.7 6.7 
応神(徳島市応神町吉成) 102 96.3 84.2 81.5 76.4 69.2 66.6 

                 （注）数値は、それぞれ年間平均値を示しています。 

 

 さらに、徳島県生活環境保全条例において地下水の採取の適正化について定められており、対象地域の
指定や取水規制、水源転換等の適正化指導を行っており、今後も適切な運用を図ります。 
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＜令和６年度の実績＞ 

・工場・事業場等のばい煙排出規制の適合状況         100％ 

・土壌汚染対策法第４条第１項の届出              118 件 

・徳島県生活環境保全条例第 62 条「特定事業」の許可       14 件 

 

 

（２） 騒音・振動・悪臭、化学物質による環境汚染の防止 

 

①騒音・振動・悪臭対策の推進 

 

 騒音、振動、悪臭は、人に不快感や嫌悪感を与えることにより生活環境を損ない生理的・心理的被害を
もたらすものです。 

 騒音には、工場や商店等による事業活動に伴うもの、建設作業に伴うもの、航空機、自動車等の交通騒
音に伴うもの、クーラーの室外機やステレオなど家庭生活に伴うものなど、その発生源や音の質・量とも
に多種多様です。また、製造業や建設業では、騒音に伴って振動も発生することが多くみられます。 

 騒音については、一般地域（道路に面する地域以外）と道路に面する地域の環境騒音について環境基準
が定められており、本県では、令和６年度に一般地域について 10 地点、道路に面する地域について 22
路線で環境基準の達成状況を調査しました。その結果、一般地域では 90%で両時間帯（昼間、夜間）と
も環境基準を達成していました。また、道路に面する地域では測定した 22 路線の面的評価（総延長距離
61.6km、総評価戸数 4,765 戸）を行った結果、96.1%で両時間帯とも環境基準を達成していました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           航空機騒音測定                           自動車騒音測定 

 

 振動については、振動規制法に基づき工場・事業場や建設作業の規制を行っているほか、道路交通振動
については主要道路沿線で調査を行っており、振動規制法で定められた道路交通振動の要請限度を大きく
下回っています。 

 悪臭は、工場や畜産事業場などのほか、飲食店や一般家庭などからも発生しており、硫化水素やメチ
ルメルカプタンなどが原因物質となっています。 

 

 騒音・振動・悪臭防止対策として、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づいた地域指定、同
法や徳島県生活環境保全条例に基づく工場・事業場や建設作業等への規制や指導を行いました。さらに、
騒音については環境基準の類型指定を行い騒音測定を行うほか、自動車交通騒音については、騒音監視
とともに、道路建設段階での遮音壁や構造物設置による防音対策や道路構造の改善、交通網の合理化な
ど、関係機関との連携を図りながら総合的な対策を進めました。また、近隣騒音については、飲食店等
に対する規制・指導を進めるほか、県民の生活騒音防止への意識とマナーの向上を図りました。 

 

 

②化学物質による環境汚染の防止 

 

 化学物質は、私たちの生活を豊かにし、また生活の質の維持向上に欠かせないものとなっています。
その一方で、日常生活の様々な場面や、製造から廃棄に至る事業活動の各段階から多種多様の化学物質
が環境に排出されています。その中には、焼却などに伴って非意図的に発生するダイオキシン類など、
人の健康や生態系に悪影響を及ぼすおそれがある物質もあり、化学物質の環境リスクに対する不安が存
在することも事実です。 
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 公害防止対策としては、公害防止施設の設置及び環境への負荷の低減に役立つ事業等の実施に対する
低利子融資制度（環境保全施設整備等資金貸付制度）を設けています。 

 また、徳島県生活環境保全条例第 137 条の規定に基づき、県下の主要な企業との間で関係市町ととも
に公害防止協定・環境保全協定を締結し、地域の実情に応じた環境保全対策の実施に努めているほか、
必要に応じて立入調査等を実施しました。 

 さらに、一定の要件を満たす事業者等に対し、公害防止管理者等を配置することを定めた「特定工場
における公害防止組織の整備に関する法律」の適切な運用により、工場の操業に伴う公害の防止を図り
ました。 

 ダイオキシン類については、平成 11 年度にダイオキシン類対策特別措置法が制定され、それに基づ
き環境中のダイオキシン類濃度を定期的に測定しています。令和５年度に県内の大気、公共用水域、地
下水及び土壌について測定した結果においては、全ての地点で環境基準を達成していました。今後も、
環境中のダイオキシン類濃度の継続的な測定を進めるとともに、発生源となる事業場の監視・指導を強
化するほか、排出状況の測定を行うなど発生源対策を進めています。 

 
ダイオキシン類の測定結果 

 
項目 

 

ダイオキシン 
類濃度(平均

値) 

環境基準値 

 

大気 

 

0.0053 

 

0.6 

 

pg-TEQ/㎣以下

(年平均値) 

公共用 

水域 

水質 0.13 1 pg-TEQ/L 以下 

底質 6.2 150 pg-TEQ/g 以下 

地下水 0.058 1 pg-TEQ/L 以下 

土壌 0.99 1,000 pg-TEQ/g 以下 

 

 農薬については、環境汚染防止対策として、農薬取扱者に対して、農薬に係る水質の監視及び農薬の
安全使用の指導を行いました。 

 さらに、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止す
ることを目的として、平成 11 年に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改
善の促進に関する法律」（化管法）に規定されている PRTR 制度の周知・徹底に努めました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRTR 制度の仕組み 
 

指  標 

 

現状値 

（2024（令和 6）年度） 

目標値 

年度 数値 

ダイオキシン類の環境基準の達成状況 100% 2028 年度 100％ 
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（３） 資源の循環利用 

 

①資源の循環利用 

 

 我が国は、20 世紀後半から大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会となり、大量の廃棄物が発生して
います。これによる処理施設の不足や不法投棄・不適正処理が、深刻な海洋汚染を起こすといった世界的
な課題の一因となっています。 

 こうしたことから、廃棄物の発生を抑制し、また、廃棄物を資源として活用する「資源循環」の推進に
よる持続可能性の高い社会基盤の構築が求められています。 

 そこで、本県では、県民・事業者・行政等、それぞれの役割に基づく取組をまとめた「徳島県廃棄物処
理計画」を策定し、総合的な廃棄物の発生抑制対策や資源の回収・再生利用を推進しています。 

 

 特に、資源循環の促進に必要な県民の意識啓発を図るため、県では、有用金属の再資源化に資する小型
家電のリサイクル促進に着目し、令和７年度においては国に認定されたリサイクル事業者との連携によ
り、回収イベントを実施し、県下全体で小型家電リサイクルの機運醸成を図りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小型家電回収イベント      スマートフォン等回収ボックスの設置 
 
 更には、農業におけるリサイクルを促進するため、農業生産資材廃棄物（廃プラスチック等）の回収及
び適正処理を推進しました。 

 

指  標 

 

現状値 

（2023（令和 5）年度） 

目標値 

年度 数値 

資源好循環に向けた都市鉱山回収量 

（県民人あたりの小型家電回収量） 

 0.89kg/人 

 

2028 年度 

 

2.2kg/人 

 

 
②地域社会におけるエシカル消費の推進 

 

 日本における食品ロスの発生量は、年間約 464 万トンと推計されています。限りある食糧を無駄なく
消費し、温室効果ガスの発生源となる廃棄食品を削減することは、エシカル消費の理念にもつながり、
今後一層の取組みの推進が求められています。 

 本県においては、家庭や飲食店、小売店等で発生する食品ロスの削減に向けて、「おいしい徳島！食
べきり運動」を積極的に展開するとともに、実体験を通して学ぶ食品ロス削減講座を開催しました。ま
た、令和元年度から「とくしま食べきるんじょ協力店」登録制度を開始しており、食品ロス削減対策を
推進しました。 

 

指  標 

 

現状値 

（2024（令和 6）年度） 

目標値 

年度 数値 

「とくしま食べきるんじょ協力店」登録店舗数（累計）  133 店舗 2028 年度 190 店舗 

 

 また、学校、消費者団体、小売店、フードバンクや子ども食堂の運営者等、多様な主体との連携によ
り、普及啓発を実施しました。例えば、「食品ロスとは何か、食品ロス削減のために何ができるのか」
について考える出前授業や家庭で余っている食品を寄付いただき、「NPO 法人フードバンクとくしま」
を通じて支援を必要としている施設等に提供するフードドライブを積極的に実施しました。 
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          食品ロス削減啓発イベント              食品ロス削減セミナー 

 

 さらに令和元年度には、「食品ロス削減全国大会」を本県で開催し、家庭や飲食店等における食品ロ
ス削減の気運を醸成し、県民運動へと展開しました。 

 

 新たな環境問題として、プラスチックごみによる海洋汚染対策が国際的な課題となっています。廃プ
ラスチック類の管理を徹底することが必要であるとともに、今後は、一人ひとりの消費行動が重要とな
ります。 

 本県においては、「マイバッグキャンペーン」を行うとともに、令和元年度からは「マイボトルキャ
ンペーン」を新たに開始するなど、取組みを拡充し、更なる普及啓発を図りました。 

 

 令和元年度からは、包装の簡素化やレジ袋・食品トレイの廃止・代替製品の導入など、積極的にプラ
スチックごみ削減に取り組んでいる事業者を「プラスチック OUR アクション」として新たに募集し、事
業者での削減を図りました。 
 

 また、「徳島県リサイクル認定制度」として、廃棄物を新たな資源として捉え、廃棄物を利用して製
造されるリサイクル製品や、３R（スリーアール）に積極的に取り組む事業所を認定する制度を設けてい
ます。 

 

指  標 

 

現状値 

（2024（令和 6）年度） 

目標値 

年度 数値 

プラスチックごみ削減協力事業者数（累計）   65 事業者 2028 年度 140 事業者 

 

 「徳島県海岸漂着物対策推進地域計画」に基づき、関係行政機関・市町村・民間団体等と連携して、
漂着物等の回収・適正処理・処分・資源化を進めるとともに、県民に対して発生抑制に係る情報提供や
普及啓発を実施しました。 

  
指  標 

 

現状値 

（2024（令和 6）年度） 

目標値 

年度 数値 

海岸漂着物対策活動推進員による活動回数（累計） 90 回 2028 年度 100 回 

 
プラスチックごみの徹底した分別回収・再資源化が行われるよう、一般廃棄物行政を所管する市町村と

協力し、効果的・効率的なリサイクル等の推進を図りました。 

 

（４） 平時と災害時に対応した廃棄物処理対策 

 

①廃棄物の適正処理の推進 

 

 廃棄物の処理コストの増加等から、廃棄物の不法投棄や不適正処理の増加が懸念されています。 

 本県では、適正処理の意識や処理技術の向上に関する研修等を実施し、優良な産業廃棄物処理事業者の
育成を推進しています。 

 

指  標 

 

現状値 

（2024（令和 6）年度） 

目標値 

年度 数値 

産業廃棄物適正処理講習会受講者数 2,326 人 2028 年度 2,700 人 
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②不法投棄監視体制の充実 

 

 国、市町村、警察といった関係機関と「不法投棄・不適正処理撲滅共同宣言」を行うとともに、これに
基づいて相互連携を図る「不法投棄等撲滅連携ネットワーク」を構築し、不法投棄や不適正処理の撲滅に
向けた監視体制を強化しました。 

 また、不法投棄通報専用フリーダイヤル（0120-381-347）に加え、県公式ＬＩＮＥから通報できる「不
法投棄１１０番」を開設し、県民からの情報収集に努めるほか、パトロールや監視カメラ等の活用や、関
係機関と協働で不法投棄された廃棄物の撤去を行う「とくしまエコサポート事業」の実施などにより、
不法投棄の早期発見や拡大防止を図りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とくしまエコサポート事業 

 
指  標 

 

現状値 

（2024（令和 6）年度） 

目標値 

年度 数値 

不法投棄通報協定を締結している民間企業等 40 団体 2028 年度 46 団体 

 

③災害廃棄物処理体制の強化 

 

 平成 23 年に発生した東日本大震災では、大規模地震に加え、津波の発生により、様々な災害廃棄物が
混ざり合い、これまでの災害をはるかに超えた被害が広範囲に発生したため、市町村では混乱を生じ、災
害廃棄物処理に時間を要しました。 

 このため、本県においては、平成 27 年３月、南海トラフ巨大地震や近年大型化する傾向にある台風な
どの災害から、速やかな復旧・復興を図るため、「徳島県災害廃棄物処理計画」を策定しました。また、
平成 30 年度には、県内全市町村において「市町村災害廃棄物処理計画」が策定されています。 

 
  令和４年３月には、「徳島県災害廃棄物処理計画」について、事前復興、ＤＸ、ＧＸの視点も取り入
れ、より実効性のある計画として改定するとともに、市町村が仮置場の確保や職員のスキルアップなど
の対策に取り組めるよう、積極的に支援しています。 
 
また、令和８年３月には、能登半島地震の教訓を踏まえ、被災家屋等の解体を行う、いわゆる公費解体

について、その対応を明確化するため、計画を見直すとともに、公費解体に特化した新たなマニュアルを
策定しました。 

 

 なお、県・市町村等の職員災害廃棄物への対応能力を養うため、継続的に教育訓練を実施しています。
令和７年度は市町村、関係団体、県及び国等が参加する災害廃棄物仮置場実地訓練を実施しました。 
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